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四半期情報の開示について 

 

当行の平成 16 年３月期 第３四半期（平成 15 年 10 月１日から平成 15 年 12 月 31 日）における四

半期情報開示について、お知らせします。 
以下に掲げる四半期情報は、経済対策閣僚会議「改革先行プログラム」および金融庁「証券市場の

構造改革プログラム」の趣旨等を踏まえ、任意の会社情報として開示するものです。 
 

（注）以下に記載する数値は、会計監査法人の監査は受けておりません。 

 

１．「金融再生法ベースのカテゴリーによる開示」（単体） 

(単位：百万円)    (参考)  (単位：百万円) 

 平成 15 年 12 月末 平成 15 年６月末 平成15年９月末（実績）

破 産 更 生 債 権 及 び 
これらに準ずる債権 7,902 6,908 7,434 

危 険 債 権 5,252 4,133 6,362 

要 管 理 債 権 2,966 5,762 2,922 

合 計 16,122 16,804 16,719 

（注）上記の平成 15 年 12 月末の計数は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則」

第４条に規定する各債権のカテゴリーにより分類しておりますが、集計方法については以下の点

につき年度末又は中間期末に開示する計数とは異なりますので、計数は連続しておりません。 

１．平成 15 年 12 月末の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」の金額は、同年９月末時点の債

権区分をベースとし、同年 10 月１日から 12 月末までに新たに「倒産、銀行取引停止処分」等の

法的、客観的な事実の発生があった債務者について「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」に

加算しております。また、同年 10 月１日から 12 月末において同年９月末の「破産更生債権及び

これらに準ずる債権」を有する債務者への「債権額」が増加または減少した場合は同年 12 月末

の債権額としております。 

２．平成 15 年 12 月末の「危険債権」の金額は、同年９月末時点の債権区分をベースとし、同年

10 月１日から 12 月末までに同年９月末の「危険債権」である債務者への「債権額」が増加また

は減少した場合は同年 12 月末の債権額としております。同年９月末時点において「危険債権」



を有する債務者について同年 12 月末において「倒産、銀行取引停止処分」等の法的、客観的な

事実が発生した場合には「危険債権」から減算し、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」に

加算しております。 

３．平成 15 年 12 月末の「要管理債権」の金額は、同年９月末時点の正常先、要注意先の債務者に

対する貸出債権または同年 10 月１日から 12 月末までに新たに貸出した貸出債権のうち①同年

10月１日から12月末までに新たに貸出条件を緩和した債権と当行が認識した貸出債権②同年12

月末において３ヵ月以上延滞となった貸出債権を加算し、同年９月末において３ヵ月以上延滞で

あった貸出債権が同年 12 月末において３ヵ月未満の延滞になった貸出債権については「要管理

債権」から減算しております。なお、同年 10 月１日から 12 月末の間に債権額が減少した場合は

同年 12 月末の債権額を減算しております。また、同年９月末時点において「要管理債権」であ

った債務者について同年 12 月末において「倒産、銀行取引停止処分」等の法的、客観的な事実

が発生した場合には「要管理債権」から減算し、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」に加

算しております。 

 

※債務者区分との関係：破産更生債権及びこれらに準ずる債権（実質破綻先、破綻先の債権） 

危険債権 （破綻懸念先の債権） 

要管理債権（要注意先のうち、元金または利息の支払いが約定日より３

ヵ月以上延滞している貸出債権および貸出条件を緩和し

た貸出債権） 

 
２．自己資本比率（国内基準） 

    (参考)                       
 平成 16 年３月末(予想値) 平成 15 年９月末（実績） 

連 結 自 己 資 本 比 率    8.3 ％程度 8.18 ％ 

連 結 Ｔ ｉ ｅ ｒ Ⅰ 比 率 7.2 ％程度 7.01 ％ 

（注）上記予想値は、経営環境に関する前提条件の変化等に伴い変動することがあります。 
 
３．時価のある有価証券の評価差額（単体） 
○ 評価差額 

(単位：百万円)   (参考)      (単位：百万円) 

平成 15 年 12 月末 平成 15 年６月末 平成 15 年９月末 

時価 評価差額 時価 評価差額 時価 評価差額  

  うち益 うち損   うち益 うち損   うち益 うち損

その他有価証券 55,565 △730 601 1,331 57,313 △134 674 809 58,137 △938 495 1,433

株 式 2,146 △442 165 607 2,065 △477  7 484 2,166 △394 121 516

債 券 50,856 △283 421 704 52,812 358 657 298 53,322 △526 368 894

 

その他 2,563 △ 4 15 19 2,435 △ 15 10  26 2,648 △ 17 5 22



 

（注）１．平成 15 年 12 月末の「評価差額」および「含み損益」は、平成 15 年 12 月末時点の帳簿価

額（償却原価法適用前、減損処理前。）と時価との差額を計上しております。 
２．有価証券のほか、コマーシャル・ペーパー等も含めております。 
３．なお、満期保有目的の債券、子会社・関連会社株式に係る含み損益は以下のとおりであり

ます。 

(単位：百万円)   (参考)     (単位：百万円) 

平成 15 年 12 月末 平成 15 年６月末 平成 15 年９月末 

含み損益 含み損益 含み損益 
 

帳簿 

価額  うち益 うち損

帳簿 
価額  うち益 うち損

帳簿 
価額  うち益 うち損

満 期 保 有 

目的の債券 
2,000 47 53 6 2,600 43 69 26 2,200 14 45 31

子会社・関連 

会 社 株 式 
10 ― ― ― 10 ― ― ― 10 ― ― ―

 
４．デリバティブ取引（単体） 
(1) 金利関連取引 

該当ありません。 

(2) 通貨関連取引 

該当ありません。 

(3) 株式関連取引 

該当ありません。 

(4) 債券関連取引 

該当ありません。 

(5) 商品関連取引 

該当ありません。 

(6) その他 

該当ありません。 

 

５．預金・貸出金の残高（単体） 
(単位：百万円)    (参考)  (単位：百万円) 

 平成 15 年 12 月末 平成 15 年６月末 平成15年９月末（実績）

預 金 （末残） 252,223 249,745 246,887 

貸 出 金 （末残） 183,708 180,960 181,298 

 

以  上 


